
２.上半期報告貸借対照表
（単位:百万円、％）

 科目                  期別
金       額 構成比 金       額 構成比 金       額 構成比

156,943 0.5 173,535 0.6 276,247 0.9
258,400 0.9 239,600 0.8 337,000 1.1
366,346 1.2 523,770 1.8 486,270 1.6
12,325 0.0 3,031 0.0 2,191 0.0

20,257,284 68.8 20,948,943 70.5 20,388,505 68.8
（ う ち 国 債 ） (  5,337,785 ) (  5,589,908 ) (  5,262,390 )
（ う ち 地 方 債 ） (  1,561,445 ) (  1,113,558 ) (  1,259,722 )
（ う ち 社 債 ） (  2,966,088 ) (  3,185,180 ) (  3,032,811 )
（ う ち 株 式 ） (  4,429,014 ) (  4,444,947 ) (  4,568,534 )
（ う ち 外 国 証 券 ） (  5,664,303 ) (  6,212,054 ) (  5,910,999 )

6,483,523 22.0 6,109,716 20.6 6,369,732 21.5
保 険 約 款 貸 付 754,573 736,310 737,963 
一 般 貸 付 5,728,949 5,373,405 5,631,769 

1,322,378 4.5 1,284,915 4.3 1,276,027 4.3
（ う ち 不 動 産 ） (  1,314,351 ) (  1,277,780 ) (  1,268,086 )

9 0.0 78 0.0 93 0.0
574,207 1.9 445,269 1.5 543,471 1.8
51,722 0.2 - - - -
537 0.0 2,822 0.0 526 0.0

▲ 35,448  ▲ 0.1 ▲ 19,840  ▲ 0.1 ▲ 26,934  ▲ 0.1 
▲    436  ▲ 0.0 ▲    147  ▲ 0.0 ▲    276  ▲ 0.0 

29,447,794 100.0 29,711,695 100.0 29,652,857 100.0

（単位:百万円、％）

  科目                   期別
金       額 構成比 金       額 構成比 構成比

26,783,210 91.0 26,533,836 89.3 26,523,349 89.4
支 払 備 金 165,187 323,226 313,187 
責 任 準 備 金 26,154,348 25,776,802 25,796,310 
社 員 配 当 準 備 金 463,674 433,806 413,851 

346 0.0 528 0.0 682 0.0
- - 55,525 0.2 52,845 0.2

897,513 3.0 1,078,127 3.6 941,080 3.2
413,091 1.4 439,214 1.5 420,889 1.4
1,249 0.0 - - - -
677 0.0 - - - -
- - 25,921 0.1 25,921 0.1

143,453 0.5 173,453 0.6 167,453 0.6
- - 25,215 0.1 48,946 0.2

1,048 0.0 3,919 0.0 3,281 0.0
537 0.0 2,822 0.0 526 0.0

28,241,130 95.9 28,338,565 95.4 28,184,976 95.0

230,000 0.8 140,000 0.5 230,000 0.8
70,000 0.2 220,000 0.7 70,000 0.2
248 0.0 248 0.0 248 0.0

290,154 1.0 154,818 0.5 327,958 1.1
損 失 て ん 補 準 備 金 3,700 4,000 3,700 
任 意 積 立 金 225,974 98,887 225,881 
中 間 未 処 分 剰 余 金 60,480 51,930 *2 98,377 

中 間 純 剰 余 57,891 52,109 *2 98,681 
1,858 0.0 6,946 0.0 5,816 0.0

614,402 2.1 851,116 2.9 833,856 2.8

1,206,664 4.1 1,373,130 4.6 1,467,880 5.0
29,447,794 100.0 29,711,695 100.0 29,652,857 100.0

(注） *1 平成15年度上半期末において、半期収支残高と表示していたものを、中間未処分剰余金として表示しています。
*2 平成15年度末要約貸借対照表の中間未処分剰余金・中間純剰余は、それぞれ当期未処分剰余金・当期純剰余を示しています。

平成15年度上半期末

平成15年度末要約貸借対照表
（平成16年３月31日現在）

偶 発 損 失 引 当 金

不 動 産 及 び 動 産

繰 延 税 金 資 産

（平成15年９月30日現在）
金       額

投 資 損 失 引 当 金

平成15年度末要約貸借対照表
（平成16年３月31日現在）

平成16年度上半期末
（平成16年９月30日現在）

金 銭 の 信 託

平成16年度上半期末

そ の 他 資 産

支 払 承 諾 見 返

平成15年度上半期末

資 産 の 部 合 計

有 価 証 券

貸 付 金

貸 倒 引 当 金

買 入 金 銭 債 権

（平成15年９月30日現在）

( 資 産 の 部 ）
現 金 及 び 預 貯 金
コ ー ル ロ ー ン

（平成16年９月30日現在）

そ の 他 負 債
退 職 給 付 引 当 金

( 負 債 の 部 ）
保 険 契 約 準 備 金

再 保 険 借
社 債

再 保 険 貸

価 格 変 動 準 備 金

債 権 売 却 損 失 引 当 金
土 地 買 戻 損 失 引 当 金

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

基 金
基 金 償 却 積 立 金
再 評 価 積 立 金
剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金
株 式 等 評 価 差 額 金

資 本 の 部 合 計

( 資 本 の 部 ）

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

繰 延 税 金 負 債
再評価に係る繰延税金負債

*1
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上半期報告貸借対照表及び上半期報告損益計算書作成の基本となる事項

 平成１６年度上半期

１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産と

して運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定

は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業

における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社及び保険

業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行

する株式をいう）については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについて

は９月末日の市場価格等（国内株式は９月中の市場価格の平均）に基づく時価法（売却原価の算定は

移動平均法）、時価のないものについては取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を

含む）については移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均

法による原価法によっております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。

３．不動産及び動産の減価償却の方法

不動産及び動産の減価償却の方法は、建物（建物附属設備、構築物は除く）については定額法、建

物以外については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。な

お、動産のうち取得価額が１０万円以上２０万円未満のものについては、３年間で均等償却を行ってお

ります。

４．自社利用のソフトウェアの減価償却の方法

その他資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間（５年）に基

づく定額法により行っております。

５．引当金の計上基準

（１） 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻先｣という）

に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）に対する債

権については、下記直接減額後の債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除

し、その残額を計上しております。

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に対する債権については、債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債

権額に乗じた額を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保ならびに

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減

額しており、その金額は１０，８９４百万円であります。
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 平成１６年度上半期
(２）退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に従い、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

なお、過去勤務債務は、その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法に

より損益処理しております。

数理計算上の差異は、その発生した各事業年度における従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数により翌事業年度から損益処理しております。

会計基準変更時差異については、５年による按分額を費用処理することとし、当中間期において

は同按分額に１２分の６を乗じた額を計上しております。

（３）偶発損失引当金

偶発損失引当金は、保険業法施行規則第３２条の１４の規定に基づく引当金であり、不動産先渡

契約等に関し将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

（４）投資損失引当金

投資損失引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、取引所の相場のない有

価証券等の評価について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。

（５）価格変動準備金

　　　　価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しております。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債（子会社及び関連会社株式は除く）は、９月末日の為替相場により円換算しており

ます。なお、子会社及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。

７．ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法は「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成１１

年１月２２日）に従い、主に、一般貸付の一部および公社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジと

して金利スワップの特例処理および繰延ヘッジ、外貨建一般貸付については為替の振当処理、また外

貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして時価ヘッジを行っております。

なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動および時価

変動を比較する比率分析によっております。

８．消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象

外消費税のうち、税法に定める繰延消費税については、その他資産に計上し５年間で均等償却し、繰

延消費税以外のものについては、当中間期に費用処理しております。

９．責任準備金の積立方法

責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方

式により計算しております。

（１） 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示 第４８

号）

（２） 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
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 平成１６年度上半期
10．責任準備金対応債券

個人保険・個人年金保険、財形保険・財形年金保険、拠出型企業年金保険（但し一部保険種類を

除く）の小区分に対応した円建債券のうち、デュレーション・コントロールを目的として保有するものにつ

いて「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。

責任準備金対応債券の当中間期末における貸借対照表計上額は、３，５８３，２１４百万円、時価

３，６４１，７００百万円であります。

なお、ＡＬＭのより一層の精緻化を目的として、当中間期より個人保険・個人年金保険からなる小区

分を残存年数に基づき分割するとともに、財形保険・財形年金保険、拠出型企業年金保険からなる小

区分を新設しております。この変更による損益への影響はありません。

11．繰延資産の処理方法
      社債発行差金はその他資産に計上し、社債償還期限までの期間に対応して均等償却しております。

12．法人税及び住民税

中間期に係る納付税額及び法人税等調整額は、当事業年度において予定している剰余金処分に

よる不動産圧縮積立金、不動産圧縮特別勘定積立金、社員配当準備金、基金利息の積立て及び取

崩しを前提として、金額を計算しております。
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注記事項

 （貸借対照表関係）

平成 16年度上半期末

１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２． 不動産及び動産の減価償却累計額は、６４３，５４５百万円であります。

３． 特別勘定の資産の額は、１，３４２，８３４百万円であります。なお、負債の額も同額であります。

４． 貸借対照表に計上した動産の他、リース契約により使用している重要な動産として電子計算機があります。

５． 社員配当準備金の異動状況は次のとおりです。
前年度末現在高                  ４１３，８５１百万円

前年度剰余金よりの繰入額         　７０，０７６百万円

当中間期社員配当金支払額         ５６，４３８百万円

利息による増加等                　  ６，３１６百万円

当中間期末現在高                ４３３，８０６百万円

６． 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、５５１，００７百万円であります。

７． 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、２３，７５５百万円であります。

８． その他負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
１３０，０００百万円が含まれております。

９． 負債の部の社債５５，５２５百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された外貨建
劣後特約付社債であります。

１０． 子会社の株式は、１１，３０７百万円であります。

１１． 担保に供されている資産の額は１５１，６３２百万円であります。また、担保付き債務の額は４，４０４百万円であ
ります。

１２． 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、４４，６２１百
万円であります。なお、それぞれの内訳は以下の通りであります。

貸付金のうち、破綻先債権額は２，０３２百万円、延滞債権額は３０，７５２百万円、３カ月以上延滞債権額は

２，２８３百万円、貸付条件緩和債権額は９，５５３百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条

第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。

３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上延滞して

いる貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権

および３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。



                                     －９－                        第一生命保険相互会社

平成 16年度上半期末

取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は２，０８９百万円、延滞債権額は８，８０４百万円それぞ

れ減少しております。

１３． 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に基づき生命保
険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金に対する当中間期末における当社の今後の負担見

積額は１０，２１０百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間期末における当社の今後の

負担見積額は、５９，９２１百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しており

ます。

１４． 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。

・ 再評価を行った年月日
　平成１３年３月３１日

・ 同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第１号に定める公

示価格及び第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。

再評価を行った事業用土地の当中間期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳

簿価額の合計額との差額　９１，３３２百万円

１５． 平成１２年８月に実施した住宅ローンの証券化（当中間期末の原債権残高１２８，１５２百万円）に伴い、当社
が保有する受益権（２７，４１５百万円）については、貸付金として貸借対照表に表示しております。なお、貸倒

引当金については、現存する原債権残高の総額を対象として算定しております。

１６． 保険業法第６０条の規定により基金を６０，０００百万円新たに募集いたしました。

１７．基金１５０，０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規定による基金償却積

立金へ振り替えております。

 （損益計算書関係）

平成 16年度上半期

１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２． 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券５，８１４百万円、株式等３４，０６３百万円、外国証券１３，６６４百
万円であります。有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券３５，９１０百万円、株式等１１，４３９百万円、外

国証券２０，９０３百万円であります。有価証券評価損の主な内訳は、株式等１，８００百万円、外国証券７１４百

万円であります。

３． 「金銭の信託運用損」には、評価損が０百万円含まれております。

４． 「金融派生商品費用」には、評価損が８，４６６百万円含まれております。

５． 利息及び配当金等収入の内訳は次のとおりであります。
預貯金利息　　　　　　　　          １０百万円
有価証券利息・配当金　　　 ２０８，６５３百万円
貸付金利息　　   　 　　　　  ６２，６７２百万円
不動産賃貸料　　　   　　　  ２７，５８０百万円
その他利息配当金　　　　　    ２，９１８百万円
      計　　　　　　　　３０１，８３５百万円


